
 

 

 

  令和５年（2023 年）11 月２4 日 

運転士用保護メガネの導入について 

熊本市交通局では、運転士の運転時の視認性向上および疲労軽減による更なる安全性向

上を目的に、運転士用保護メガネ（偏光サングラス）を 12月１日より導入いたします。 

令和４年（2022 年）１０月に実施した試験導入及びお客様アンケート結果において、

肯定的なご意見をいただいたことから、今回本格導入することとしたものです。 

 

１ 保護メガネの導入効果 

 ・直射日光及び反射光によるまぶしさの軽減を図ることで視認性を向上 

・直射日光及び反射光をカットすることによる疲労軽減 

 

２ 導入日及び対象者 

 導入日：令和５年（2023年）１２月１日（金） 

 対象者：電車運転士（希望者のみ） 

 ※保護メガネを着用した状態で運転士が接客 

を行う場合がございます。 

 

３ 使用する保護メガネ（偏光サングラス） 

メーカー ：株式会社タレックス    

レンズ名 ：トゥルービュー® 

性能     ：①色覚に影響を及ぼさない 

      ②疲労軽減  

※「オーバーグラス」「クリップオンサングラス」の２タイプを導入 
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【お問い合わせ】 

交通局運行管理課 

電話：096-361-5240 

課長：松尾 達哉 


